
あつみ動物病院
いとう動物病院
いわた動物病院
永和台動物病院
大澤獣医科医院
カニエ動物クリニック
くじら動物病院
ゴトウ獣医科
ごとう動物病院
さくら動物病院
さわき動物病院
そぶえ動物病院
中野獣医科病院
服部動物病院
ひので動物クリニック
ブランコどうぶつ病院
フリーデ動物病院
ふるた動物病院
平和動物病院
みずの動物クリニック
みどり動物病院
やとみ動物病院
やまぶき動物病院
ヨシダ動物クリニック

狂犬病予防注射料金
注射済票交付手数料

登録手数料（※犬を新規登録する場合のみ）

各動物病院へお問い合わせください。
550円
3,000 円

052（443）7211
0567（23）1344
0567（97）3500
0567（31）3265
0587（32）7773
0567（96）3377
052（443）1113
052（441）2116
0567（24）1329
0567（65）8335
0567（26）3437
0587（97）1228
052（441）6640
0567（32）1399
0567（74）5012
0567（28）1133
0567（94）1250
0567（67）1190
0567（46）5070
052（441）6133
0567（96）6097
0567（67）3833
052（445）2252
0587（24）5252

あま市篠田生膾田５３－８
津島市大和町２－１０２
津島市藤浪町３－８０－１
愛西市大井町宮新田４２－５
稲沢市日下部西町２－１０１－３
蟹江町学戸４丁目１６４
あま市七宝町川部丸田３８
あま市下萱津九反田４５
愛西市西條町東善太１９７－４
弥富市平島町中新田６６－１
津島市西愛宕町１－７９
稲沢市祖父江町山崎柿山４－３
大治町三本木字柳原７０
愛西市東條町嘉江口２７１
弥富市平島町大脇 4－1
津島市橘町３－５０
蟹江町桜 1丁目８２　グランキオノール１ F
弥富市五之三町川平１８８－３６５
稲沢市平和町丸渕下３８６－３
あま市小路１－６－９
蟹江町緑１－９７
弥富市小島町下新田５４７－２
あま市伊福新家西１２３
稲沢市天池遠松町８９

病院名 電　話 住　所

料　金手続き内容

環境課　☎（55）7114 保険年金課　☎（５５）７１１９

愛犬の登録と
狂犬病予防注射のお知らせ

愛犬の登録と
狂犬病予防注射のお知らせ 医療費助成制度(福祉医療)ご存知ですか？

　生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の登録（犬の生涯に１回）と狂犬病予防注射（毎年１回）を受けることが狂
犬病予防法で義務付けられています。

　福祉医療は、県内医療機関で受診される場合、健康保険証と一緒に医療費受給者証を提示すると、保険診療の自己負担
額が助成される制度です。（令和４年４月診療から「子ども医療」「障害者医療」の見直しがされました。）
　この制度を受けるには、申請が必要ですので、下表の受給資格に該当すると思われる方は、お早めに手続きをしてください。

　上記動物病院では狂犬病予防注射と同時に愛西市の注射済票の交付を受けることができます。
　なお、上記以外の動物病院で注射を受けられた場合は、注射済票交付のため病院が発行する注射済証明書と交付
手数料をお持ちになり、環境課または各支所までお越しください。

１．令和４年度集合注射の中止
　毎年４月に実施しております狂犬病予防集合注射は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および来場者の安全
を考慮し、令和4年度は中止させていただきます。

福祉医療の対象者および助成内容

２．主な動物病院
　注射はかかりつけ、または最寄りの動物病院で受けることができます。健康・安全に留意した環境で注射が受けら
れますので、市では動物病院での注射を推奨しています。下記の動物病院を参考にしてください。

３．注射に必要な物
●はがき「令和４年度　狂犬病予防注射・登録確認通知書」（３月に発送済）　●登録鑑札または愛犬手帳　●料金（下表参照）

※狂犬病予防注射を受けなかった場合や犬の登録をしていない場合には、
　２０万円以下の罰金が科されることがあります。

対象
受給資格 所得等制限 助成内容 備

考
申請手続きに
必要なもの区分

子ども
医　療

障害者
医　療

母子・父子
家庭医療

後期高齢者
福祉医療

①０歳～18歳の年度末まで
②平成30年8月～令和2年3月診
療時に当時中学生
③令和２年４月～令和４年３月診
療時に中学校卒業から18歳の
年度末
　②③に該当する方は申請により
支給

●身体障害者手帳1～3級、4級の  
腎臓機能障害または4～6級の進
行性筋萎縮症の方

● 療育手帳A・B判定の方
● 自閉症状群と診断された方

精神障害者保健福祉手帳1～3級
の方（令和６年３月末までに、自
立支援医療受給者証の取得）

●18歳以下の方を扶養している母
子家庭の母または父子家庭の父

●母子家庭の母または父子家庭の父
に扶養されている18歳以下の方

●父母のいない18歳以下の方
　(18歳以下の方とは、18歳到達
後最初の年度末までの方)

75歳(一定の障害がある方は65歳)
以上で次に該当する方。
●身体障害者手帳1～3級、4級の
腎臓機能障害または4～6級の進
行性筋萎縮症の方

●療育手帳A・B判定の方
●自閉症状群と診断された方
●戦傷病者および母子父子家庭の
父母で福祉医療の受給要件に該
当する方

●精神障害者保健福祉手帳1～3級の方
●市民または認知症税非課税世帯に属す
るねたきりまたは認知症の状態で、要
介護4または5の認定を受けている方

●自立支援医療受給者証（精神通
院）をお持ちで優先される福祉
医療に該当されない方

●精神疾患の治療で入院されている方

●自立支援医療受給者証（精神通
院）をお持ちで優先される福祉
医療に該当されない方

●精神疾患の治療で入院されてい
る方

①医療保険の
　自己負担額

②③医療保険の自
己負担額で通院
は３分の２、入
院は全額

医療保険の
自己負担額

医療保険の
自己負担額

自立支援医療（精
神通院）で指定す
る医療機関の自己
負担額
精神疾患の治療に
かかる入院費の自
己負担額

医療保険の
自己負担額

医療保険の
自己負担額

①交付
　お子さんの健康
保険証
②③支給申請
　領収書
　振込先口座
　健康保険証

●健康保険証
●身体障害者手帳
　または療育手帳
●自閉症状群につ
いては医師の診
断書

●健康保険証
●精神障害者保健
福祉手帳
（●自立支援医療
受給者証）

●健康保険証
●自立支援医療受
給者証（精神通
院）

●精神疾患の治療
で入院している
とわかる診断書

●健康保険証
●戸籍謄本
● 令和３年1月2
日以降に他市町
村から転入の方
は、前住所地で
所得課税証明書

●後期高齢者被保
険者証

●障害者の方は障
害者医療と同様

●母子父子家庭の
方は母子・父子
家庭医療と同様

生
活
保
護
法
な
ど
公
的
制
度
で
医
療
費
の
助
成
を
す
で
に
受
け
て
い
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

なし

なし

あり
(児童扶養手当
法施行令によ
る所得制限基
準額)

一部あり
●母子父子家庭
の父母の方は
児童扶養手当
法施行令によ
る所得制限基
準額

●ねたきり、認
知症の状態に
ある方は市民
税非課税世帯

（五十音順）

※別途、診察料・検査料・
　投薬料などがかかる
　場合があります。
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